
岐阜県消防操法大会山県市実行委員会規約 

 

第１章 総則 

（名称） 

第１条 本会は、岐阜県消防操法大会山県市実行委員会（以下「委員会」とい

う。）と称する。  

（目的）  

第２条 本会は、令和４年度に山県市で開催される「消防感謝祭」第７１回岐

阜県消防操法大会（以下「大会」という。）の円滑な運営を期するために必

要な事業を実施することを目的とする。  

（事業） 

第３条  本会は、前条の目的を達成するため、次の各号に掲げる事業を行

う。  

（１）大会の開催に必要な方針及び計画に関すること。  

（２）大会の開催に必要な施設・設備の整備に関すること。  

（３）大会の開催及び準備のための経費に関すること。  

（４）関係団体及び関係機関との連絡調整に関すること。  

（５）その他大会を開催するために必要な準備に関すること。 

第２章 組織 

（組織） 

第４条 本会は、会長及び委員をもって組織する。 

２ 委員は、次の各号に掲げる者のうちから会長が委嘱する。  

（１）山県市消防協会員  

（２）岐阜市消防本部山県消防署（以下「山県消防署」という。）長  

（３）山県市副市長、山県市教育委員会教育長、山県市理事  

（４）大会開催地地区自治会連合会長  

（役員） 

第５条 本会に、次の各号に掲げる役員を置く。 

（１）会長 １名 

（２）副会長 ４名 



（３）監事 ２名 

（役員の選任） 

第６条 会長は、山県市消防協会会長をもって充てる。 

２ 副会長は、山県市消防協会副会長及び山県消防署長の職にある者をもっ

て充てる。 

３ 監事は、総会の承認を得て会長が委嘱する。なお、監事は副会長と兼務

することを認める。 

（役員の職務） 

第７条 会長は、本会を代表し、会務を総理する。 

２ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、あらかじめ会長が

指定した順序により、その職務を代理する。 

３ 監事は、本会の財務を監査する。 

（任期） 

第８条  役員及び委員（以下「委員等」という。）の任期は、委嘱されたと

きから本会の目的が達成されたときまでとする。ただし、委員等が就任時

におけるそれぞれの所属機関又は団体等の役職を離れた場合において、そ

の委員等は、辞任したものとみなし、その後任者が前任者の残任期間を務

めるものとする。 

２ 会長は、委員等に特別な事情が生じたときは、その職を解き、必要に応

じて補充することができる。 

３ 会長は、前項の規定により委員等の変更があった場合は、次の総会にお

いて報告する。 

（名誉役員） 

第９条 本会に次の各号に掲げる名誉役員を置くことができる。 

（１）名誉会長 

（２）名誉副会長 

（３）顧問 

２ 名誉会長は、山県市長の職にある者を会長が委嘱する。 

３ 名誉副会長は、岐阜県議会議員、山県市議会議長及び岐阜市消防本部消

防長の職にある者を会長が委嘱する。 



４ 顧問は、次の各号に掲げる者から会長が委嘱する。 

（１）山県市内自治会長を代表する者 

（２）山県市内の消防・防災・防犯等の関係団体を代表する者 

（３）前各号に掲げる者のほか、会長が運営上必要と認める者 

第３章 会議 

（会議の種類） 

第１０条 本会に、次の会議を置く。 

（１）総会 

（２）専門部会 

（総会） 

第１１条  総会は、委員等をもって構成する。 

２ 総会は、会長が招集する。 

３ 総会の議長は、会長又は会長が指名した者がこれに当たる。  

４ 総会は、次の事項について審議し、決定する。 

（１）規約の制定及び改廃に関すること。 

（２）事業計画及び事業報告に関すること。 

（３）予算及び決算に関すること。 

（４）専門部会に委任する事項に関すること。 

（５）その他重要な事項に関すること。 

５ 総会は、委員等の過半数の出席を必要とする。 

６ 総会の議事は、出席委員等の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決

するところによる。 

７ やむを得ない理由のため総会に出席できない委員等は、代理人を選任し、

表決を委任することができる。この場合において、前２項の規定の適用につ

いては、その委員等は出席したものとみなす。 

８ 会長は、第４項に掲げる事項のうち緊急その他やむを得ないと認められる

事項又は軽易な事項については、書面による表決を求め、これをもって総会

に代えることができる。 

９ 会長は、必要に応じて名誉役員に総会への出席を求めることができる。

（専門部会） 



第１２条  専門部会は、第３条に掲げる事務を分担するため、総務企画部会、

競技部会及び交通環境部会で組織する。 

２ 専門部会は会長が委嘱した部会員をもって構成する。 

３ 専門部会に、部会長及び副部会長を置く。 

４ 部会長は、山県市消防協会副会長の職にある者をもって充て、専門部会の

事務を総括する。 

５ 副部会長は、山県市消防協会代議員の職にある者をもって充て、部会長を

補佐し、部会長に事故があるときは、その職務を代理する。  

６ 専門部会は、総会から委任された専門的事項について調査審議し、その結

果を必要に応じて総会に報告する。 

７ 部会員の任期については、第８条第１項及び第２項の規定を準用する。  

第４章 事務局 

（事務局） 

第１３条 この委員会の事務を処埋するため、事務局を山県市総務課防災対策

室（以下「総務課防災対策室」という。）に置く。 

２ 事務局は総務課防災対策室職員及び山県消防署職員をもって充て、全体の

事務を掌る。 

３ 事務局に関し必要な事項は、会長が別に定める。 

第５章 会計 

（経費）  

第１４条 本会の経費は、補助金・負担金・協賛金及びその他の収入をもって

充てる。  

２ 本会の会計は、事務局において担当する。  

 （予算及び決算） 

第１５条  本会の収支予算は、総会の議決により定め、収支決算について

は、監事の監査を経て、総会の承認を得なければならない。  

（会計年度等） 

第１６条 本会の会計年度は、毎年４月１日に始まり、翌年３月３１日に終

わる。 

２ 本会の会計に関し必要な事項は、会長が別に定めるもののほか、山県市



の財務に関する諸規定等を準用する。 

第６章 補則 

（解散）  

第１７条 本会は、第２条の目的が達成されたときは、総会の議決により解散

する。  

  （解散後における事務の処理） 

第１８条 本会の解散の後、本会に関する問い合わせその他の事務について

は、総務課防災対策室において処理する。 

２ 本会解散後の文書等については、総務課防災対策室へ引き継ぎ、以後、山

県市公文書規程（平成１５年４月１日山県市訓令甲第１号）の規定により管

理する。 

（その他の委任） 

第１９条 この規約に定めるもののほか、本会の運営に関し必要な事項は、

会長が別に定める。 

 

  附 則 

１ この規約は、令和３年６月２５日から施行する。 

２ 本会の設立時の会計年度は、第１６条の規定にかかわらず、令和３年６

月２５日から令和４年３月３１日までとする。 

 


